
学校開放関連における感染症予防対策について 

 

学校施設利用の際は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、利用後の消毒等を原則のとおりにして

ください。お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

 

原則：施設利用後は清掃と消毒をお願いします。（特に手が触れる部分） 

   消毒などに必要な物品は各団体でご用意をお願いします。 

   物品例：アルコール消毒液（70％～80％のもの）、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、雑巾、中性洗剤 

手袋、ごみ袋など） 

※次亜塩素酸ナトリウム水溶液（別紙参照）で拭いた後は、水拭きをお願いします。 

 

 

【グラウンド】 

◎外トイレ 

・流す際は、ふたを閉めてから流してください。 

・施設利用後の清掃時に消毒をお願いします。 

 消毒する所：ドアノブ、鍵、便座・ふた、洗浄レバー、手すり、手洗い場 

 

◎コーン、ゴールポスト 

・利用前の設置の際と利用後の片づけの際は布手袋などをご利用ください。 

 素手で触れた場合：コーンは重ねる前に、ゴールポストは元に戻した後に消毒してください。 

 

 

【地域生活支援室・体育館（手が触れるものは基本的にすべて消毒を行います）】 

◎室内 

・室内に入る際は、必ず上履きに履き替えてください。 

・トイレや体育館前の水道で手洗いを実施してください。 

・エアコン使用時でも、随時換気を行ってください。（地域生活支援室は上方の窓が開きます） 

・換気後は戸締りをお願いします。 

・ドア（手が触れたところ）は使用後に消毒をお願いします。 

 

◎トイレ 

・流す際は、ふたを閉めてから流してください。 

・施設利用後の清掃時に消毒をお願いします。 

 消毒する所：各個室のドアノブ、鍵、トイレ出入口のドアノブ、便座・ふた、洗浄レバー、手すり、 

手洗い場 

 

◎物品（手が触れるものは基本的にすべて消毒を行います） 

・ボッチャセット（玉）は消毒が難しい（傷みやすい）ため、布手袋などをご利用ください。 

・机、いすなどは使用後に消毒をお願いします。 


